
福島市斎場条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月31日 

 

福島市長 馬 場 雄 基 

 

福島市規則第 15 号 

 

福島市斎場条例施行規則の一部を改正する規則 

 

福島市斎場条例施行規則（昭和63年規則第13号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 



様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 

 

 



様式第２号（第５条関係） 様式第２号（第５条関係） 

 

 



様式第３号（第４条関係） 様式第３号（第４条関係） 

 

 



様式第４号（第５条関係） 様式第４号（第５条関係） 

 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 



 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の福島市斎場条例施行規則に定める様式により提出し、又は交付された書類は、改正後の福島市斎場条例施行規

則に定める様式により提出し、又は交付された書類とみなす。 


